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１．近年、財政健全化に向けた取り組みの一つとして、独立財政機関を設立する動きが先進国を中心に

活発化している。独立財政機関とは、経済・財政状況の分析や政府の財政運営を評価、監視する公的

機関である。独立財政機関はこれらの役割を通じて、政府に財政ルールの順守を促すなど財政運営を

規律付けることが期待されている。本稿では、数ある独立財政機関のなかでも国際機関等から高い評

価を得ているイギリスの予算責任庁（OBR：Office for Budget Responsibility）の設立経緯や役割な

どに焦点を当て、わが国への示唆を得たい。

２．OBRは2010年、保守党・自由党連立政権の誕生を機に設立された。背景には、前労働党政権によ

る財政ルールの恣意的な運用とそれによる財政の悪化に対する批判があり、それが財政運営に直結す

る経済・財政に関する分析を政治から独立させる動きにつながった。そのため、OBRの設立にあた

っては、政治からの独立性をいかに確保するかが重視され、制度面や運営面での規則が定められてい

る。

３．OBRの役割は中立的な立場から経済・財政に関する分析を実施し、公表することである。分析内

容は主に①経済・財政予測、②財政目標の達成可能性に関する分析、③財政の持続可能性に関する分

析、④財政リスクの評価の四つである。OBRは透明性の高い、中立的な分析を通じて、予測精度を

向上させるなどイギリス政府の財政健全化に向けた取り組みを支えている。

４．わが国においても、経済・財政に関する分析は政府内で実施されている。主に経済・財政予測のほ

か、財政の持続可能性に関する分析などが行われている。もっとも、OBRの分析と比較すると、透

明性は極めて低いと言わざるを得ない。特に、わが国では、分析に用いた前提や仮定、データが示さ

れないことや、分析頻度が低いといった点が問題点として挙げられる。実際、わが国の分析はOBR

と比較して実績との誤差が大きく、予測そのものの信頼性や客観性、中立性に疑義がある。

５．イギリスでは、独立財政機関が適切な制度設計を通じて、効果的に機能している。今後、わが国が

財政健全化に向けた取り組みを強化する際に、OBR設立後のイギリスの経験を参考にすることは意

義があると考えられる。独立財政機関の設立は経済・財政分析の透明性や中立性を高めるほか、財政

再建の必要性に関する国民的な認識の強化につながると期待されている。わが国においても財政事情

がどれほど厳しいのかについて国民の理解を得ながら、財政健全化を着実に進めるために、真に「独

立」した機関を設立し、経済・財政分析をゆだねることが検討されるべきであろう。

要　　約
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１．はじめに

（1）各国の経験と独立財政機関の重要性

　わが国に限らず、財政健全化は各国共通の課題である。継続的な財政赤字が放置された結果、信認低

下によって急激かつ大幅な財政調整を余儀なくされた国の事例は枚挙に暇がない（Reinhart and Ro-

goff［2008］）。これは新興国に限られたものではなく、先進国においてもみられることである。

　こうした経験から、各国はこれまで財政健全化に向けた取り組みを様々な形で行ってきた。とくに、

財政ルールは世界各国で導入されており、代表的な取り組みとして指摘できる。財政ルールとは、財政

収支や政府債務残高などの指標に一定の基準を設け、政府の財政運営に制約を課すものである。すでに

一部の国で導入されていたものの、1970年代から80年代にかけての政府債務の増加に対処するため、

1990年以降、先進諸国で急速に整備が進められた（Eyraud et al.［2018］；内閣府［2010］）。その後、

財政ルール導入の動きは新興国にも拡がっている。

　もっとも、近年は財政ルールの整備だけでは、必ずしも財政健全化につながらないとの見方が強まっ

ている。実際、ルールの導入によって、一時的な財政赤字の改善につながった例はあるものの、今なお

財政赤字から抜け出せず、政府債務残高が膨らみ続けている国は少なくない。

　ではなぜ財政ルールの整備のみでは財政健全化につながりにくいのか。背景の一つとして、政府によ

る景気の先行きに関する恣意的な判断が挙げられる（注１）。政府とすれば、実態はどうであれ、景気

の見方次第で財政ルールを順守しているように取り繕うことができる。例えば、楽観的な経済予測を行

うことで、先行きの財政赤字対GDP比が低下することを示すことができる。Frankel and Schreger

［2012］は、ユーロ圏諸国が、EUの定めた財政ルールに違反する事態を回避するため、楽観的な経済予

測を行う傾向にあると指摘している。ルールの抜け穴を防ぐため、財政ルールの改良が試みられている

ものの、政府が景気見通しを恣意的に操作する可能性を完全に排除できないことから、財政ルールが形

骸化している国は珍しくない。

　そのため、財政健全化の実現には、財政運営全体の透明性向上が不可欠との見方が拡がっている。各

国では、景気見通しが政治的な影響を受けることを防ぐため、経済・財政分析の中立化や透明性の向上

を図る動きが活発化してきている。そのなかで注目を浴びているのが独立財政機関である。

　独立財政機関とは、「財政政策や財政実績を批判的に評価し、一部の例では、それらに対して客観的

な助言を行う独立した公的機関」である（von Trapp et al.［2016］）。求められる役割は各国の事情に

左右されるため、国により異なるものの、マクロ経済・財政の予測やその長期展望、財政計画・財政ル

ールの順守状況の監視と評価といった役割を担わせている国が多い。独立財政機関がこうした役割を果

たすことを通じて、経済・財政分析の中立性や透明性を向上させるほか、政府に間接的な圧力を与える

ことで、放漫財政に至らないよう財政ルールの順守を促し、積み上がった債務残高を削減する方向で財

政運営を行わせることにつながると期待されている。

　独立財政機関を設立する動きは経済・財政分析の透明性や中立性を高める取り組みとして、近年、先

進国を中心に活発化している。同機関の導入国は2000年に世界で８カ国だったものが、2018年にかけて

39カ国まで増加した（図表１）。特に、ユーロ圏諸国での増加が目立っている。これは欧州債務危機の

教訓から、2013年にユーロ圏で独立財政機関の設立が義務化されたことが背景にある。現状では、先進
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国が導入国の大半を占めているものの、設立の動

きはアジアなど新興国にも徐々に拡がりつつある。

　独立財政機関の設立が各国に拡がりをみせるな

か、政府の経済・財政分析の中立性や透明性の向

上に貢献した例も観察され始めている。例えば、

イギリスの予算責任庁（OBR：Office for Budget 

Responsibility）は中立的で透明性の高い分析を

行っていると、IMFなど国際機関から高い評価を

受 け て い る（European Fiscal Board［2018］；

IMF［2016］）。さらに、独立財政機関は経済・財

政予測のバイアスを低下させ、その精度を高める

ほか、財政ルールの順守に寄与していることを示

した分析もある（Beetsma et al.［2018］）。

（2）わが国の現状

　これまでわが国でも、財政ルールとして基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒字化が掲げら

れながらも、諸外国と同様、政府の恣意的な景気見通しによって、財政ルールが形骸化し、慢性的な財

政赤字や政府債務残高の積み上がりの一因となっているように見受けられる（詳細は第４章２節で後

述）。楽観的な経済・財政予測が政府に対する規律付けを弱め、財政健全化に向けた動きを抑制する環

境をつくり出しているほか、本来、リーマンショック直後のように、急激に景気が落ち込んだケースに

限って講じられるべき補正予算が景気対策として毎年のように執行されている状況にある。

　にもかかわらず、わが国では、独立財政機関の活用を含め、財政再建に向けた取り組みをいかに強化

すべきかといった議論はさほど進んでいないのが実情である（注２）。2013年６月には、超党派の国会

議員により『国会に独立将来推計機関の設置を―政策形成の基盤となる経済財政等に関する将来推計の

あり方に関する共同提言―』が公表され、わが国でも国会に独立財政機関を設置するための検討が行わ

れたことがあったものの、実現には至っていない。

（3）本稿の目的

　財政健全化が遅々として進まないわが国において、独立財政機関の必要性が高いことは論をまたない。

ただし、わが国の事情に即した独立財政機関の在り方を考える際に、評価の高い独立財政機関の実情を

知ることは大いに参考になると考えられる。そこで、本稿では、各国の独立財政機関のなかでもとりわ

け中立的かつ透明性の高い分析で評価を得ているイギリスのOBRに焦点を当てる。OBRは実際の財政

の悪化を抑制するうえで一定の成果を上げていることから、設立経緯や目的達成のための制度設計を整

理し、OBRがいかに当初の目的を果たしているかに注目する。そのうえで、わが国事例との比較を行い、

実際の制度設計を考える際に役立つ示唆を得ることとしたい（注３）。

　本稿の構成は以下の通りである。第２章では、OBRの概要について、その設立経緯と政治からの独

（図表１）独立財政機関導入国数の推移（累積）

（年）

（国）

（資料）IMF「Fiscal Council Dataset」、OECD「Independent 
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立性をいかに確保しているかを説明する。第３章では、OBRの主な四つの役割について整理し、それ

ぞれの成果についてまとめる。第４章では、わが国で政府自ら行っている経済・財政に関する分析業務

の実情を整理したうえで、透明性や中立性などの観点からOBRによる分析との比較を行う。最後に、

以上の議論から得られるわが国への示唆について指摘する。

（注１）財政ルールに抵触することを回避するため、会計操作が行われているとの指摘もある（von Hagen and Wolff［2006］）。

（注２）独立財政機関に関する先行研究では、国会事務局において他国機関の事例調査が行われているほか（大石・下田［2018］；

崎山・大野［2017］；三角［2014］）、Kopits［2016］や田中［2015］がその設立を提言しているものの、各国の経験を整理し

た一般原則や各機関の概要の説明にとどまっているものが多い。

（注３）他国の例を形式的に当てはめて設立された独立財政機関では、政治的な影響を抑制できないため、期待された役割を果たせ

ない可能性が高いと考えられる。実際、ハンガリーでは、独立財政機関は導入されたものの、国内の政治要因などに配慮した

制度設計がなかった結果、政権交代とともに事実上、無力化された例がある（Kopits［2011］）。

２．英予算責任庁（OBR）の概要

（1）設立経緯

　OBR設立に向けた動きは、当時野党だった保

守党がリーマンショック直前の2008年９月に発表

した政策提案に端を発する（von Trapp et al.

［2016］）。保守党は、『強い経済のための再構築の

計画』という政策文書のなかで、労働党政権が行

ってきた財政運営を新しい財政フレームへ転換さ

せる重要性について言及し、独立した経済・財政

分析機関の設立を提案した（Conservative Party

［2008］）。その背景には、労働党政権の財政運営

に対する不信感の強まりがあった。当時、保守党

は、イギリスが金融危機による深刻な景気後退局

面に直面するなか、労働党政権のもと2000年代初

頭から政府債務残高が増加傾向にあったことを踏

まえ、政府に財政面での対応余力が乏しくなっていたことを懸念していた（図表２）。

　一方で、労働党政権が財政健全化に全く取り組んでいなかったわけではない。ブレア首相（当時）の

もとで政権を獲得した1997年直後の98年に、労働党政権はゴールデン・ルール（Golden rule）と持続

可能な投資ルール（Sustainable Investment rule）の二つの財政ルールを導入している。ゴールデン・

ルールとは「政府の借入を投資目的に限定し、国債発行額を純投資額までとすること」、持続可能な投

資ルールとは「公的純債務残高を対GDP比で安定的かつ慎重なレベル（40％以下）にすべきこと」を

定めた規律である（岡久［2015］；詳しくは、Chote et al.［2008b］；田中［2013］）。労働党政権はこれ

ら財政ルールや様々な予算制度改革のもと、増税や政府支出の削減を実施したことによって、1999年〜

2001年に財政黒字を達成するなど、一時的には財政状況の改善に貢献していた（Chote et al.［2008a］；

田中［2013］）。
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　もっとも、その効果は長続きしなかった。イギリスは2002年に再び財政赤字に転落した後、財政赤字

は解消されず、政府債務残高は増加の一途を辿ることになった。その背景には、これら財政ルールが大

きな欠陥を抱えていたことが指摘できる。当時、財政ルールを順守しているか否かについての判断など

は政府にゆだねられており、財政ルールの恣意的な運用が可能だったのである。実際、財政状況が悪化

しているにもかかわらず、英財務省はルールを順守していると主張し続けていたことなどから、恣意的

な運用が行われているとの疑惑は外部有識者の間で高まっていた。例えば、Chote et al.［2008b］は、

政権が事後的かつ恣意的に景気循環の始まりと終わりの日付を決定しているほか、財政収支の累積黒字

に関する計算方法の変更などを行い、財政ルールを順守しているように取り繕っている（注４）と指摘

していた。さらに、保守党は『強い経済のための再構築の計画』（前出）のなかで、予算計画の基にな

る経済・財政予測に楽観的なバイアスがあると主張していた（Conservative Party［2008］）。

　このような財政運営に対する不信感を背景に、保守党は政治家による介入余地のある現状を問題視し

たうえで、経済・財政分析やルールの順守状況に関する監視などを政治から独立した機関にゆだねるべ

きであると主張したのである。

　その後、2010年に保守党・自由党の連立政権が誕生して、OBRの設立に向けた動きは直ちに本格化

した。オスボーン財務大臣は就任後まもなく、OBRの暫定的な設立を表明し、すでに保守党内でまと

められていた設立原案を実行するかたちで業務を開始させた（HM Treasury and Osborne［2010］）。

当時は2009年のギリシャの財政破綻に端を発する欧州債務危機がアイルランド等を巻き込む形で深刻化

し、イギリスの財政事情も急激に悪化していた時期にあたる。連立政権は欧州債務危機の影響がイギリ

スに及ぶことを危惧し、いち早くイギリス財政に対する信認を回復させるため、政権獲得直後に予定さ

れていた予算策定のための分析を暫定OBRに担わせたのである。

　これら業務経験を踏まえ、暫定OBR関係者や大学教授など外部有識者を交えた議論が下院の財務委

員会で行われ、恒久的な機関の設立に向けた法制化の検討が進められた（HM Treasury［2010］；

House of Commons［2010a, 2010b］）。委員会では主にOBRの業務内容や政治からの独立性を確保する

ための制度設計など実務的な問題が議論された。その結果を反映した予算責任・会計検査法は2011年に

制定され、OBRは正式に業務を開始したのである。

（2）独立性を確保するための工夫

　OBRの制度設計にあたっては、労働党政権時代の失敗を踏まえ、政治からの独立性確保が特に重要

視されている。客観的で透明性が高く、中立的な分析を行うためには、独立性を確保することが最重要

課題であるとの認識があったことが背景にある。OBRには独立性を担保する様々な仕組みが備わって

おり、主に予算責任・会計検査法が制度面や運営面の規則を定めている。

Ａ．制度設計

　制度面では、主に業務範囲と人事権の２点の工夫を通じて、OBRの政治からの独立性を確保している。

第１に、業務範囲については予算責任・会計検査法においてOBRの役割や権限を明確化する一方、そ

の範囲内での裁量を保障している。特に、OBRの業務内容は中立的立場を維持するため、経済・財政
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に関する分析に限定し、なおかつ、政権からの反発など政治的な要因に晒されにくい中立的な分析に限

って実施させることとしている。具体的には、政府に対する助言や勧告は政権からの反発を招きかねな

いため実施しないほか、政策の是非の判断につながりかねない代替政策の分析は行わないこととしてい

る。そのうえで、定められた業務範囲内では自由な業務運営が保障されている。執行上の権限はOBR

の意思決定機関である予算責任委員会にあり、分析方法や業務運営などを決めることができる。予算責

任委員会は議長と経済の専門家、財政の専門家の三人で構成され、それぞれが自らの専門力を最大限発

揮することが期待されている（図表３）。

　第２に、人事面では財務大臣の人事権に制約が課せられていることである。OBRは財務省に付随す

る政府外公共機関の形態をとっているため、財務大臣が執行部である予算責任委員会メンバーの人事権

を有する一方、下院の財務特別委員会には拒否権が付与されている。議会に拒否権を与えることで、政

権の意向により、組織人事が左右されることを抑制することが期待されている。さらに、予算責任委員

会はOBR職員を自前で採用することができ、分析内容や方法に応じた人材を揃えることができる。こ

のように人事運営を自前で行い得ることは、業務運営の自由度を高めることにも寄与している。

Ｂ．運営面

　実際の運営を通じても、有識者やマスコミなど世間一般からの信頼・評価を高めることにより、独立

性の強化を図っている。具体的には、OBRは分析レベルの向上と積極的な情報発信の実施に取り組ん

でいる。一般的には、信頼・評価の高まりが世間一般の注目度を高めることで、政府介入の抑制につな

がると考えられている。

　分析レベルの向上にあたっては、予測の正確性や分析内容の質を高める環境が整えられている。例え

ば、省庁間の取り決めにより、OBRは主に財務省や歳入関税庁、労働年金省、国家統計局が保有する

（図表３）OBR組織図

（資料）Office for Budget Responsibility HP（https://obr.uk/about-the-obr/what-
we-do/）を基に日本総合研究所作成

OBR職員（公務員）
・戦略、運営、広報担当
・経済分析担当

・次席補佐官
・歳入分析担当
・歳出分析担当
・政策コスト分析と権限移譲担当
・財政リスクと持続性担当

諮問機関

予算責任委員会

議　長

経済担当 財政担当

首席補佐官
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データにアクセスできるほか、分析作業期間などにはこれら関係省庁の職員に協力してもらうことも可

能である（図表４）。一方で、行政府との親密な関係はOBRにとって「諸刃の剣」でもあり、政治から

の独立性を脅かす可能性も指摘されている。もっとも、OBRは職員と政治家など外部者との連絡記録

などを自発的に公開することで、政治家が介入しにくい環境つくりに取り組んでいる。

　情報公開については、予算責任・会計検査法で分析内容を随時公表することが義務付けられているほ

か、予算責任憲章では明らかにすべき詳細事項が定められており、例えば、分析に用いた前提や仮定な

どを説明する必要がある。さらに、分析結果について、世間一般の人々に興味を持ってもらい、幅広い

理解を得るため、OBRはホームページ上の説明方法を工夫するなどわかりやすい情報発信にも努めて

いる。

（注４）イギリスの場合、財政ルールは景気循環を考慮したものとなっていたため、政府が景気循環の始点と終点の日付を事後的に

都合の良いように判定できてしまえば、実際にはルールを順守していないにもかかわらず、あたかも順守しているように見せ

かけることができることによる。

３．英予算責任庁の役割と成果

（1）四つの役割

　OBRは主に①経済・財政予測、②財政目標の達成可能性に関する分析、③財政の持続可能性に関す

る分析、④財政リスク評価の四つの役割を担っている。OBRの主な役割は予算責任・会計検査法や予

算責任憲章において定められている。①経済・財政予測や②財政目標の達成可能性に関する分析、③財

政の持続可能性の分析は設立当初からOBRに欠かせない役割として予算責任・会計検査法で義務付け

られている。加えて、④財政リスクの評価は主要な役割として2017年に加えられたものである。もっと

政府データ、専門
知識（職員）など
へのアクセス

（図表４）OBR関係図

（資料）HM Treasury「Charter for Budget Responsibility: autumn 2016 update」、「Office for Budget 
Responsibility and HM Treasury: Framework Document」、OBR et al.「Memorandum of  
understanding between the Officie for Budget Responsibility、HM Treasury、the Department 
for Work & Pensions and HM Revenue & Customs」、Page［2014］、UK Government「Budget 
Responsibility and National Audit Act 2011」を基に日本総合研究所作成

政　府

財務大臣

行　政

財務省

歳入関税庁

労働年金省

国　会

財務特別委員会

下　院 上　院
予算責任庁

（執行型政府外公共機関）

説明責任

情報公開

予測データの提供
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も、本稿では、主要任務として認識されている税制・福祉政策のコスト分析を①経済・財政予測におけ

る業務として分類する。税制・福祉政策のコスト分析の目的は予測精度を向上させることであり、政策

評価の意味を持たない点からも、予測作業の一環として整理することが望ましいと考えられるからであ

る。

　以下では上記四つの役割とその成果について整理する。

（2）経済・財政予測

　OBRは年２回予定されている財務大臣の予算編成方針演説に合わせて、５年先までの経済・財政予

測を作成しており、分析結果を「経済・財政見通し」レポートとして発信している（OBR［2018b］）。

さらに、分析結果は財務省が作成する予算案の基礎データとして利用されている（図表４再掲）。

　OBRが行う予測における主な特徴としては、以下の４点が挙げられる。第１に、予測の基礎となる

仮定や前提、予測作業に利用される分析モデルを公開していることである。詳細については個別レポー

トやホームページなどで解説しており、分析過程や原データなどを外部から確認できるようになってい

る。さらに、予測に影響を与える様々な要因を明確化していることで、予測の変更理由の説明など分析

の透明性向上に配慮した取り組みが行われている。

　第２に、予測の正確性について事後評価を年に１度、実施していることである（OBR［2018c］）。事

後評価では、統計データの改訂の影響を取り除いた後、経済・財政予測に用いた様々な仮定や前提をそ

れぞれ実績に対して評価し、予測値と実績値に差が生じた要因を分解している（詳細はOBR［2017b］

を参照）。分析内容は、次回予測に向けたモデルの改良や経済・社会構造に関する仮定の変更などに活

用されており、専門性の向上にも寄与している。

　第３に、財務省が予算案作成のために試算した政策コストの点検を行っていることである。具体的に

は、政府が新たに予算案で示した社会福祉政策や税制の変更が財政に及ぼす影響を独自に評価するもの

である。評価のプロセスは、OBRが財務省の示した政策コストが妥当であるか否かを評価し、妥当で

ない場合にはOBRが独自に再試算を行い、その結果を政府としての経済・財政予測に反映させること

になっている（OBR［2014］）。

　第４に、外部の専門家による予測との比較を行っていることである。経済指標については自らの予測

値を、イングランド銀行のほか、民間シンクタンク、IMFといった国際機関などの値と比較している。

財政指標については、欧州委員会やIMFの基準に調整したうえで、国際機関が算出する予測値と比較す

るほか、他国動向との国際比較も行っている。

　これら４つの取り組みは透明性や客観性を高めるために、OBR設立後に初めて着手されたものである。

予測の透明性や客観性を高めることで、バイアスがかかる可能性を低下させることができるほか、正確

性の向上にもつながると考えられる。実際、イギリス政府による予測の精度は上昇している。労働党政

権時代と比べると、実質GDP成長率、財政赤字ともに予測値と実績値との誤差が縮小した（図表５、

６）。
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（3）財政目標の達成可能性に関する分析

　OBRは経済・財政予測の公表に合わせて、予算責任憲章に定められた財政目標の達成可能性を評価

している。

　そもそも、イギリスは財政赤字について中長期的な財政目標と、それを達成するために①景気循環調

整済み財政赤字、②公的部門の純債務残高、③福祉支出の上限の三つについて短期的なターゲットを定

めている（注５）。OBRは現状の政策が継続するとの前提のもと、それぞれの財政目標に対して、50％

以上の確率で達成できる可能性があるか否かを分析している。分析方法は経済・財政予測で示した予測

値（注６）が目標に定められた数値を上回るか、もしくは下回るかを機械的に判断するもので、恣意的

な操作が入る余地はなく、客観的かつ中立的なものとなっている。

　財政運営に対する事前評価の仕組みは、財政が悪化する前に政府に対応を促す役割を持つ。ただし、

最終的な決定権限は政府が持っているため、目標を達成できないと評価された場合、目標に合わせて予

算案を修正するか、目標を変更するかの判断は政府にゆだねられている。これまでの政府の対応を振り

返ると、達成できないと評価された際には新たな目標を再設定するなどの選択が行われている（岡久

［2015］）。もっとも、目標を変更する場合にも、下院での議決を要するため、相応の政治的な負担を伴

い、安易に目標を先延ばしすることは難しいのが実情である。事前評価は、政府に行動を働きかけるこ

とは難しいものの、警報機能としての役割を果たしている。

（4）持続可能性とバランスシート分析

　OBRは２年に１度の頻度で財政の長期的な分析を行っている。最新版は2018年の『財政の持続可能

性報告（Fiscal Sustainability Report）』である（OBR［2018a］）。主な内容は過去から現在、将来にか

けての債務残高などを分析し、50年先までの財政状況を展望することである。財政の持続性可能性は以
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（資料）Office for Budget Responsibility「Histrical offici a l  
forecasts database」を基に日本総合研究所作成
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下３つのプロセスによって評価される。

　第１に、四つの指標を通して様々な観点から、現在の政府の財政状況を明らかにすることを試みてい

る。四つの指標とはそれぞれ、①公的債務から流動性の高い金融資産を控除した純公的債務、②公的債

務からすべての金融資産を控除した純公的金融債務、③資産からすべての債務を控除した純公的資産、

④将来発生する可能性のある偶発的な債務も考慮した純債務である（図表７）。とくに、OBRは年金や

原子力発電所の廃炉に伴って発生し得る費用、医療事故による損害賠償請求など偶発的な債務（注７）

も考慮した純債務の動向に注目している。偶発債務やそれらに対する備えなどを見ることによって、過

去に実施されてきた政策が現在の政府資産や債務の形成にどのような影響を与えたのかを分析している。

　第２に、50年先までの財政状況の試算である。試算では、現行制度が継続すると仮定するなど、一定

の前提を置いたうえで、歳出と歳入をそれぞれ項目別に積み上げ方式で計算している。歳出については

医療、年金、教育、介護などに要する費用を年齢や性別に応じて見込まれる費用と人口分布などを用い

てそれぞれ算出している。歳入についても同様に、所得税や国民保険からの拠出金、法人税、消費税な

どを年齢構成などから計算している。このように本分析は高齢化など人口動態の変化による財政への影

響を見るものである。

　第３に、持続可能性の判断基準として、必要な赤字削減規模を計算する。具体的には、財政展望の分

析結果から、50年先の財政が持続可能であるために、ある時点で必要な赤字削減規模を計算するもので

（図表７）財政の持続可能性指標

①純公的債務【⒟－⒜】 ②純公的金融債務【⒟－｛⒜＋⒝｝】

政府のバランスシート 政府のバランスシート

資　産 債　務 資　産 債　務

現在

⒜流動的な金融資産

⒟公的債務 現在

⒜流動的な金融資産

⒟公的債務⒝非流動的な金融資産 ⒝非流動的な金融資産

⒞非金融資産 ⒞非金融資産

将来

⒠将来資産
⒢偶発（潜在）債務

将来

⒠将来資産
⒢偶発（潜在）債務

⒣現行制度から生じると見
込まれる将来の債務

⒣現行制度から生じると見
込まれる将来の債務

⒡将来見込まれる歳入 ⒡将来見込まれる歳入⒤新たな政策から生じると
見込まれる将来の債務

⒤新たな政策から生じると
見込まれる将来の債務

③純公的資産【｛⒜＋⒝＋⒞｝－⒟】 ④純債務【｛⒟＋⒢＋⒣｝－｛⒜＋⒝＋⒞｝】

政府のバランスシート 政府のバランスシート

資　産 債　務 資　産 債　務

現在

⒜流動的な金融資産

⒟公的債務 現在

⒜流動的な金融資産

⒟公的債務⒝非流動的な金融資産 ⒝非流動的な金融資産

⒞非金融資産 ⒞非金融資産

将来

⒠将来資産
⒢偶発（潜在）債務

将来

⒠将来資産
⒢偶発（潜在）債務

⒣現行制度から生じると見
込まれる将来の債務

⒣現行制度から生じると見
込まれる将来の債務

⒡将来見込まれる歳入 ⒡将来見込まれる歳入⒤新たな政策から生じると
見込まれる将来の債務

⒤新たな政策から生じると
見込まれる将来の債務

（資料）OBR「Fiscal sustainability report, July 2018」を基に日本総合研究所作成
（注）偶発（潜在）債務は、すべての偶発的な事象を含めることが難しいため、幅を持ってみる必要がある。
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ある。

　こうした分析は、OBR設立以前から英財務省で行われていた分析を引き継いだものである。もっとも、

財務省が以前に行っていた分析に比べ、様々な観点で内容が拡充されたほか、前提や仮定を明らかにす

るなど透明性が向上している。

（5）財政リスク評価

　第４に、OBRは財政に関する包括的なリスクの分析を行っている。最新版は2017年に公表された『財

政リスク報告（Fiscal Risk Report）』である（OBR［2017a］）。これは英財務省が2015年にOBRに対し

て内部検査を実施した際に、協力を依頼したIMFの職員などから、財政透明性コード（Fiscal Trans-

parency Code、IMF［2014］）に即した財政リスク管理に取り組むべきであるとの提言を受け、2017年

より始められたものである（HM Treasury［2015］）。財政透明性コードとは、IMFが各国事例から作

成した、財政の透明性を高めるための指針で、政府として取り組むべき財政リスク管理のベストプラク

ティス（最良事例）が示されている。OBRはその一環として、政府が管理すべき、財政リスクを見出

す役割を担うことになった。それを受け、これまで「経済・財政予測」レポートや「持続可能性」レポ

ートで一部行っていたリスクに関する分析を統合し、さらに拡張したものを「財政リスク」レポートと

して公表するようになった。

　分析内容は主に次の二つである。第１に、中期予測と将来展望で示された試算値を取り巻く財政リス

クの分析である。財政リスクは５年先までの中期予測が実績値からかい離する要因、もしくは、長期的

な財政の持続可能性を脅かす要因として定義されている。それらリスク要因として具体的には、不確実

性や一時的なショック、経済・社会の構造変化などが想定されており、マクロ経済環境、金融部門、歳

入、歳出、政府バランスシートの視点から、発生可能性と財政への影響度を分析している（図表８）。

そのうえで、発生確率（図表８横軸）と影響度（同縦軸）の二つの観点からリスクの重要度を評価して

いる。

　第２に、財政版ストレステストである。発生確率は低いものの、仮に生じれば経済に甚大な影響を及

ぼし得る大きな景気後退などを想定し、その際の財政状況について試算している。それによって、財政

の持続可能性について示唆を得ることを目的としている。

　これらの分析は、OBRの予測や将来展望に付随するリスクを明らかにすることによって、財政運営

を透明化することに貢献している。実際、その成果はイギリス政府が財政リスクを管理するために活用

されている（HM Treasury［2018］）。

（注５）具体的に、予算責任憲章では①2020-2021年度までに景気循環を調整した財政赤字を２％未満に低下させること、②2020-

2021年度に純公的債務対GDP比を低下させること、③2021-2022年度の福祉支出を2016年の秋季財政演説で事前に定めた上限

内に抑制すること、と規定されている。

（注６）経済・財政予測で示す予測値は予測の中央値であり、それを上回る確率も下回る確率も50％で同じであるとみなしている。

（注７）ちなみに、わが国でも財務省理財局が毎年発行している『債務管理リポート』において、偶発債務である政府保証債務の一

覧が掲載されている。そのなかには独立行政法人や政府系金融機関のほか、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の発行する内国

債や借入金に対する政府保証も含まれている。
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４．わが国における経済・財政分析の現状と評価

（1）各省庁による取り組み

　経済・財政に関する分析はわが国の政府内においても実施され、内容ごとに異なる省庁が分析を担っ

ている（図表９）。わが国では、主に以下三つの分析が行われている。

　第１に、経済・財政の予測である。短中期の経済・財政予測は毎年ほぼ１月と７月の年２回、内閣府

（図表８）OBRによる財政リスクの分類

（資料）OBR「Fiscal risks report, July 2017」、HM Treasury「Managing fiscal risks: government response to the 2017 Fiscal risks report」を
基に日本総合研究所作成
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が「中長期の経済・財政に関する試算」として作成・公表している。現在の予測対象期間は10年先まで

となっている。試算では、成長実現ケースとベースラインケースのそれぞれについて、GDP成長率や

物価動向などマクロ経済と財政収支や公債等残高といった財政状況の見通しを示している。

　第２に、財政の持続可能性に関する分析である。主要なものとして「わが国の財政に関する長期推

計」が挙げられる。これは、財務省の財政制度等審議会財政制度分科会が起草検討委員による提出とい

うかたちで、不定期ながら公表したことがあるものである。長期推計は、財政赤字などについて数十年

にわたる試算を示したうえで、将来のある一時点において財政の持続可能に必要な財政赤字の削減規模

を試算するものである。この分析は欧州委員会が財政の持続可能性について加盟国に対して行っている

分析を参考にしており、OBRの分析とも似通っている。起草検討委員は上記の試算結果を欧州諸国と

比較することなどによって、わが国が直面している深刻な財政状況を指摘し、早急に財政再建に向けて

取り組む必要性を示している。

　また、個別の歳出項目についても、それぞれ将来見通しが作成されている。社会保障費の将来見通し

では、年金、医療、介護、子ども・子育てなどを項目別に試算している。特に年金については、厚生労

働省が５年に１度、実施している財政検証に基づいて推計している。財政検証とは、現行制度のもと、

公的年金の財政状況、つまり給付と負担のバランスが将来的に持続可能であるかについて定期的に検証

するものである。一方、医療、介護についての個別の分析も含め、社会保障費に関する長期推計は定期

的には実施されていない。さらには、分析が行われる度に担当官庁が複数になるなどの変更があり、ど

の分析をどの省庁が担当するのかは必ずしも定まっていないことが特徴である。これは、社会保障とい

う分野が政治と密接に結びついていることから、分析の内容や担当が時々の政治的な要請と無関係では

なかった可能性が考えられる（注８）。

　第３に、財政状況に関する事後分析である。財政状況については、会計検査院が毎年度の決算報告書

のなかで財政に関する調査を実施している。最近では、会計検査の観点以外にも財政健全化の視点も取

り入れた分析がみられる。例えば、補正予算や財政健全化目標に対する取り組み状況の評価、社会保障

の動向をテーマにした分析を行っている。

（図表９）わが国における経済・財政分析業務

分析項目 名　称 作成官庁 頻　度

予　測
（短期）経済見通し 内閣府 年２回

中長期の経済・財政に関する試算 内閣府 年２回

財政目標の進捗確認 経済・財政一体改革の中間評価 内閣府 不定期（2018のみ）

財政の持続可能性

わが国の財政に関する長期推計 財務省 不定期（2014、2015、2018）

社会保障の将来見通し 内閣官房、厚生労働省、内閣府、財務省 不定期（2011、2012、2018）

公的年金の財政見通し（財政検証） 厚生労働省 ５年毎

医療介護の長期推計 首相官邸、内閣官房、厚生労働省 不定期（2008、2011）

事後分析

決算検査報告
・ 「特定検査対象に関する検査状況」で定

めた事項
・「国の財政等の概況」

会計検査院 年１回

（資料）内閣府、内閣官房、首相官邸、厚生労働省、財務省、会計検査院の各資料を基に日本総合研究所作成
（注１）各年度の資料名称は部分的に異なっているところがある。
（注２）作成官庁は作成年により異なる場合がある。
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（2）イギリスとの比較

　以上を踏まえ、わが国の分析をOBRのものと比較すると、大きな違いがみられる（図表10）。特に、

透明性の観点では、主に次の二つにまとめられる。

　第１に、分析の前提や仮定などが十分に公開されていないことである。わが国ではそれらを「注」で

簡単に説明していることが多い一方、OBRは分析内容とともに説明しているほか、必要があれば別途

レポートを作成するなどして詳細に示している。例えば、経済や財政の予測にあたって、推計対象では

ない基礎データの将来の値をどのように仮定するのかといったことが挙げられる。一方、わが国では分

析に利用した基礎データが公表されていないほか、どのような統計を用いたのかさえわからない状況で

ある。そのため、外部の研究者等がわが国政府の行った分析を再現することは困難であり、透明性が低

い結果、客観性や中立性が担保されていないとの批判につながっている。

　第２に、予測を除き、わが国の分析は不定期であり、頻度も少ないことである。OBRは最低でも２

年１回、財政の持続可能性や財政リスクに関する分析を実施することが定められている一方、わが国で

は実施時期が定められていない。定期的な分析を行うことの利点は、現状認識に加えて、経済・財政状

況が一定期間でどのように変化しているのかについても把握できることにある。実際、OBRは分析に

あたって、以前の分析結果と比較することを重視しており、変化があった場合にはその要因についても

説明している。定期的な分析を実施していないわが国では、現状認識だけにとどまっていることが多く、

分析によって得られた結果が前回と比べてどのように変化したのかといった点についての説明は極めて

（図表10）経済財政分析業務の日英比較

分析業務 比較項目 OBR 日　本

短中期予測

・頻度 年２回 年２回

・予測期間 ５年先まで 2014年以降、10年先まで

・前提、仮定の公開
分析モデルも含め、前提や仮
定を最大限、公開

概要の説明のみ

・予測変更理由の説明
予測しているほぼ全ての経
済・財政指標が対象

プライマリーバランスのみ
（2018年のみ）

・予測の事後評価
予測と実績のかい離の要因分
析

なし

財政目標の
進捗確認

・頻度 年２回 2018年のみ

・評価方法 事前的 事後的

財政の
持続可能性

・頻度 ２年に１回 不定期（2014,15,18）

・期間 分析年から50年先まで 2060年まで

・前提、仮定の公開
分析モデルも含め、前提や仮
定を最大限、公開

概要の説明のみ

・試算結果変更理由の説明
試算しているほぼ全ての項目
が対象

概要のみ

財政リスク評価

・頻度 ２年に１回

なし

・リスク対象
期間：短中期〜長期
種類：不確実性、一時的な
　　　ショック、構造変化等

・分析範囲
マクロ経済、金融、歳入歳出、
政府のバランスシート

・前提、仮定の公開
分析モデルも含め、前提や仮
定を最大限、公開

（資料）内閣府、内閣官房、首相官邸、厚生労働省、財務省、会計検査院、OBRの各資料を基に日本総合研
究所作成
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少ない。さらに、財政リスク評価や予測の事後評価については、実施すらされていないほか、財政目標

の進捗確認が行われたのは１度だけである。以上を踏まえると、外部から見て、わが国では分析内容の

みならず、わが国経済・財政が直面する状況や政府の財政運営についても透明性が低いと言える。

　透明性が欠如していることは、分析内容や財政状況に対する判断が政治的に歪められる可能性が高い

ことを意味する。実際、わが国の予測は政治的

な影響を受けており、バイアスが存在する、と

の指摘がなされている（Kopits［2016］）。ちな

みに、これまでの内閣府とOBRの予測誤差を

比較してみると、内閣府による予測の方がより

楽観的で、事前の予測が実績とかけ離れて見積

もられる傾向にあることは明白である（図表

11）。実質GDP成長率の予測誤差を比較すると、

わが国は将来の成長率を高く見積もる傾向が顕

著であり、予測対象年が長くなってもそれほど

誤差が変化しないOBRとは対照的である。こ

の結果は、客観性や中立性の面で、わが国と

OBRの分析・見通しに大きな差があることを

示唆している。

（注８）ちなみに、わが国で行われている財政の持続可能性に関する分析では、第３章第４節の脚注ⅶで示した政府保証による偶発

債務が分析の対象に含められていない。

５．わが国への示唆

　イギリスでは、独立財政機関が効果的に機能しているが、その背景には的確な制度設計がある。

OBRの設立は、経済・財政予測のみならず、財政に関する分析の透明性や中立性の改善につながって

いる。それによって予測精度が高まり、OBRに対するイギリス社会からの信認が高まっているほか

（Page［2014］）、財政リスクや財政の持続可能性などについての課題もイギリス社会に対して浮き彫り

にしてきた。OBRは予算案策定のために中立的な予測データを提供することや財政リスクの所在を社

会全体が認識できるようにすることなどを通じて、イギリス国民の財政再建の必要性に関する認識を高

め、財政健全化に向けた取り組みを下支えしている。

　このように、OBR設立後のイギリスでの経験は、分析業務に関して政治からの独立性を確保するこ

とが重要であることを示唆している。わが国においても政府内で経済・財政分析が行われていないわけ

ではないものの、OBRと比較して、透明性は極めて低く、その成り立ちをみても政治的な影響が完全

に排除されているとは言えない状況である。わが国でも政治から独立した機関に分析をゆだねることに

より、経済・財政分析の透明性や中立性を高めることが可能なはずである。実際にそれを進めるにあた

っては、イギリスの経験に倣いつつ、わが国の実情にも合わせて、独立性を担保する仕組みを制度面、

英国と比べて、日本の
予測は過大

（図表11）予測誤差日英比較
（実質GDP成長率累積）

（資料）Office for Budget Responsibility「Histrical official 
forecasts database」、内閣府「国民経済計算」、「中長期の
経済・財政に関する試算」等を基に日本総合研究所作成

（注１）予測誤差（＝実績値－予測値）は、予測対象年毎の平均値。
（注２）分布の異なる統計間の比較のため、予測誤差をそれぞれの

標準偏差で値を調整。
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運営面から整備することが重要である。

　独立財政機関は財政再建の万能薬ではないものの、財政再建を社会全体で合意して進めるうえで必要

不可欠な材料を社会や国民に提供する。それによる透明性の向上は国民的な議論の喚起につながると期

待される。わが国の財政事情の深刻さに関して世論の理解を得ながら、財政健全化に向けた取り組みを

着実に前進させるために、わが国においても真に「独立」した機関を設立し、経済・財政分析を委ねる

ことが真剣に検討されるべきであろう。

（2019. 1. 31）

（nemoto.hiroyuki@jri.co.jp）
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